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開会 午前９時５２分  

────────────────────────────────── 

◎開会宣告 

○議長（松政勝君） おはようございます。 

時間が少し早いわけでございますけども、皆さんおそろいなんで始めたいと思いま

す。 

会議に入ります前に申し上げます。 

今会期中は、広報及び報道関係者の写真撮影を許可しておりますので、申し上げてお

きます。 

ただいまから、平成２９年第２回別海町議会臨時会を開会いたします。 

ただいま出席している議員は１６名であります。定足数に達しておりますので、直ち

に本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（松政勝君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、議長において指名いたしま

す。 

 １３番中村議員、１４番渡邊議員、１番小椋議員、以上３名を指名いたします。 

────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（松政勝君） 日程第２ 会期決定の件を議題といたします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日と決定いたしました。 

────────────────────────────────── 

◎日程第３ 町長挨拶及び提出案件の概要説明 

○議長（松政勝君） 日程第３ 町長から挨拶及び提出案件の概要について説明があ

ります。 

 町長。 

○町長（曽根興三君） おはようございます。 

本日、平成２９年第２回の町議会臨時会を招集させていただきました。 

議員の皆様におかれましては、時節柄、大変お忙しいことと思いますけれども、御出

席を賜りまして、まことにありがとうございます。 

さて、３月定例会の最終日におきまして、本臨時会には下水道終末処理場の建設工事

委託に関する協定締結、これについて議案を提出する予定であるというふうに申し上げ

ました。 

しかしながら、その後、国の補助金が大きく減額内示となりまして、下水道事業団と

工事内容の調整をいたしました結果、本年度の工事費は、５,０００万円を下回るという



─ 5 ─ 

ことになりまして、議決案件とはならなくなったところでございます。 

かわりまして、本日の提出議案ですが、工事請負契約の変更に係る議案２件でござい

ます。 

３月定例会で、工事請負契約２件について議決をいただきましたが、その後、労務単

価が積算時点から大きく上昇したことによりまして、請負者から契約変更の協議を請求

できる特例措置を設けるよう国から通知がありましたところでございます。 

この特例措置により、協議の結果に加え、工事内容の一部を変更する必要も生じまし

たところから、当該工事請負契約の変更について、議会の議決を求めるものでございま

す。 

御審議の上、御決定を賜りますようお願いを申し上げまして、開会に当たりましての

御挨拶と提出議案の概要説明とさせていただきます。 

よろしくお願い申し上げます。 

────────────────────────────────── 

◎委員会付託省略の議決 

○議長（松政勝君） ここで、お諮りします。 

 本臨時会に提出されております日程第４ 議案第４３号から日程第５ 議案第４４号

までの２件については、会議規則第３９条第３項の規定に基づき、委員会の付託は省略

いたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、日程第４ 議案第４３号から日程第５ 議案第４４号までの２件につい

ては、委員会の付託は省略することに決定いたしました。 

────────────────────────────────── 

◎日程第４ 議案第４３号 

○議長（松政勝君） 日程第４ 議案第４３号工事請負契約の一部変更について（根

室中部３号主要幹線改良舗装工事請負契約）を議題といたします。 

 内容について説明を求めます。 

 財政課長。 

○財政課長（寺尾真太郎君） 議案第４３号の内容説明をいたします。 

議案の１ページをお開きください。 

本案は、平成２９年３月開催の定例会におきまして議決を経て、契約を締結した工事

請負契約に変更の必要性が生じましたので、議会の議決を求めるものであります。 

最初に議案本文を朗読いたします。 

工事請負契約の一部変更について。 

平成２９年３月１７日議案第３８号により議決を経て締結した、根室中部３号主要幹

線改良舗装工事請負契約の一部を次のように変更したいので議会の議決を求める。 

契約金額「２億５,４８８万円（内消費税及び地方消費税額１,８８８万円）」を「２

億６,４８７万円（内消費税及び地方消費税額１,９６２万円）」に改める。 

変更の内容につきましては、道路改良舗装工事に使用する予定であったコンクリート

再生骨材を確保できないことが判明したため、路盤材料を切り込み砂利に変更したこ

と。 
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加えまして、平成２９年３月から適用された公共工事設計労務単価の上昇に伴いまし

て、旧労務単価で積算された本契約につきましては、国及び北海道と同様に増額変更の

協議が請求できる特例措置を設けました。 

今般、受注者から請負代金額変更協議の請求があり、新労務単価により積算を行いま

して、あわせまして９９９万円の増額となったものです。 

以上で、議案第４３号の内容説明を終わります。 

○議長（松政勝君） 議案第４３号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行

います。質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 質疑を終わります。 

 これから、討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

 これから、採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４３号は原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議案第４４号 

○議長（松政勝君） 日程第５ 議案第４４号工事請負契約の一部変更について（中

西別上風連線改良舗装工事請負契約）を議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

財政課長。 

○財政課長（寺尾真太郎君） 議案第４４号の内容説明をいたします。 

議案の２ページをお開きください。 

本案につきましても、平成２９年３月開催の定例会において議決を経て、契約を締結

した工事請負契約に変更の必要性が生じましたので、議会の議決を求めるものでありま

す。 

最初に議案本文を朗読いたします。 

工事請負契約の一部変更について。 

平成２９年３月１７日議案第３９号により議決を経て締結した、中西別上風連線改良

舗装工事請負契約の一部を次のように変更したいので議会の議決を求める。 

契約金額「１億６,４１６万円（内消費税及び地方消費税額１,２１６万円）」を「１

億７,１８１万７,２００円（内消費税及び地方消費税額１,２７２万７,２００円）」に

改める。 

変更の内容につきましては、道路改良舗装工事に使用する予定でありましたコンク

リート再生骨材を確保できないことが判明したため、路盤材料を切り込み砂利に変更し

たこと。 

加えまして、平成２９年３月から適用された公共工事設計労務単価の上昇に伴いまし

て、旧労務単価で積算された本契約につきましては、国及び北海道と同様に増額変更の
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協議が請求できる特例措置を設け、今般、受注者から請負金額の変更協議の請求があ

り、新労務単価により積算を行いまして、あわせて７６５万７,２００円の増額となった

ものです。 

以上で、議案第４４号の内容説明を終わります。 

○議長（松政勝君） 議案第４４号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行

います。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 質疑を終わります。 

 これから、討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 討論を終わります。 

 これから、採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４４号は原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────── 

◎日程第６ 常任委員会委員の選任 

○議長（松政勝君） 日程第６ 常任委員会委員の選任を行います。 

常任委員会委員の選任については、委員会条例第７条第４項の規定により、議長が会

議に諮って指名することになっています。 

お諮りします。 

常任委員会の構成については、先例に従い町内を３地区に分け、別海東部地区、別海

中央地区、別海西部地区とし、また、議会運営委員会の協議結果に基づき、別海東部地

区から２名、別海中央地区から２名、別海西部地区から２名の選考委員を選出し、これ

に正副議長が加わった選考委員会を設置し、選考することにいたしたいと思います。 

これに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、町内３地区からの委員６名と正副議長による選考委員会を設置し、選考

することに決定いたしました。 
各地区からの選考委員６名については、さきに開催した全員協議会で決定しておりま

すので、報告いたします。 

別海東部地区、１２番戸田議員、８番西原議員、別海中央地区、７番今西議員、６番

森本議員、別海西部地区、５番松壽議員、３番大内議員、以上のとおりであります。 

直ちに選考委員会をお開きください。委員会室１を御使用ください。 

ここで暫時休憩いたします。 

午前 １０時０６分 休憩 

────────────── 

午前 １０時２２分 再開 
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○議長（松政勝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

常任委員会委員の指名を行います。 

常任委員会委員の選任については、選考委員会の選考結果により、お手元に配付した

名簿のとおり指名したいと思います。 

これに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、常任委員会委員は、お手元に配付した名簿のとおり指名することに決定

いたしました。 

ここで暫時休憩いたします。 

午前 １０時２３分 休憩 

────────────── 

午前 １０時２４分 再開 

○副議長（佐藤雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

しばらくの間、松議長にかわって議長の職務を行います。 

ただいま、松議長から常任委員を辞任したい旨の申し出がありました。 

ここで、お諮りします。 

議長の常任委員の辞任について、日程に追加し、追加日程第１として、日程の順序を

変更して、直ちに議題としたいと思います。 

これに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長（佐藤雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議長の常任委員の辞任については、日程に追加し、追加日程第１とし

て、直ちに議題とすることに決定いたしました。 

地方自治法第１１７条の規定により、松議長が除斥になりますので、退席されまし

た。 

────────────────────────────────── 

◎追加日程第１ 議長の常任委員会委員の辞任について 

○副議長（佐藤雄君） 追加日程第１ 議長の常任委員会委員の辞任についてを議題

といたします。 

議長は議会全体の統制者であり、本会議における議事の整理者としての議長の職責上

の権限を考慮するとき、議長を常任委員会委員から除外することは差し支えなく、ま

た、行政実例でも議長については、辞任認めているところでありますので、総務文教常

任委員を辞退したいとするものであります。 

ここで、お諮りします。 

議長の常任委員の辞任について許可することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長（佐藤雄君） 異議なしと認めます。 

したがって、議長の常任委員の辞任については、許可することに決定いたしました。 

次に、委員会条例第８条第２項の規定により、委員長及び副委員長の互選を行ってい

ただきたいと思います。 

委員会を直ちにお開きください。総務文教常任委員会は委員会室１、福祉医療常任委
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員会は委員会室２、産業建設常任委員会は委員会室３を御使用ください。 

ここで、しばらく休憩いたします。 

午前 １０時２６分 休憩 

────────────── 

午前 １０時４９分 再開 

○議長（松政勝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 休憩中に各常任委員会において、委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果の報

告が議長の手元に参りましたので報告します。 

 総務文教常任委員会、委員長に小林委員、副委員長に森本委員。 

 福祉医療常任委員会、委員長に戸田委員、副委員長に今西委員。 

 産業建設常任委員会、委員長に沓澤委員、副委員長に渡委員、以上のとおり互選さ

れたことを報告いたします。 

────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議会運営委員会委員の選任 

○議長（松政勝君） 日程第７ 議会運営委員会委員の選任を行います。 

 議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第７条第４項の規定により、議長

が会議に諮って指名することになっています。 

お諮りします。 

指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。 

これに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議会運営委員会委員の指名は、議長において指名することに決定いたし

ました。 

それでは、議会運営委員会委員の指名を行います。 

 ８番西原議員、１０番小林議員、１２番戸田議員、９番沓澤議員、１５番佐藤議員、

以上５名を指名いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました５名の議員を議会運営委員会委員に選任すること

に決定いたしました。 

 次に、委員会条例第８条第２項の規定により、委員長及び副委員長の互選を行ってい

ただきたいと思います。 

 委員会を直ちにお開きください。委員会室１を御使用ください。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

午前１０時５２分 休憩 

────────────── 

午前１１時０３分 再開 

○議長（松政勝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 休憩中の議会運営委員会において、委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果の

報告が議長の手元に参りましたので報告します。 
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 委員長に８番西原委員、副委員長に１０番小林委員、以上のとおり互選されたことを

報告いたします。 

────────────────────────────────── 

◎日程第８ 広報・広聴常任委員会委員の選任 

○議長（松政勝君） 日程第８ 広報・広聴常任委員会委員の選任を行います。 

 広報・広聴常任委員会については、委員会条例第７条第４項の規定により、議長が会

議に諮って指名することになっています。 

お諮りします。 

指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。 

これに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、広報・広聴常任委員会委員の指名は、議長において指名することに決定

いたしました。 

それでは、広報・広聴常任委員会委員の指名を行います。 

 １番小椋議員、２番外山議員、３番大内議員、５番松壽議員、７番今西議員、１１番

瀧川議員、１５番佐藤議員、以上７名を指名いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名しました７名の議員を広報・広聴常任委員会委員に選任す

ることに決定いたしました。 

 次に、委員会条例第８条第２項の規定により、委員長及び副委員長の互選を行ってい

ただきたいと思います。 

 委員会を直ちにお開きください。委員会室１を御利用ください。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

午前１１時０６分 休憩 

────────────── 

午前１１時１３分 再開 

○議長（松政勝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 休憩中の広報・広聴常任委員会において、委員長及び副委員長の互選が行われ、その

結果の報告が議長の手元に参りましたので報告します。 

 委員長に今西委員、副委員長に小椋委員、以上のとおり互選されたことを報告いたし

ます。 

────────────────────────────────── 

◎日程第９ 選挙第２号 

○議長（松政勝君） 日程第９ 選挙第２号根室北部消防事務組合議会議員の補欠選

挙を行います。 

 消防事務組合議会議員については、現在、別海町議会から４名の議員が選出されてお

りますが、このたび、小林敏之議員、木嶋悦寛議員から辞職したい旨の申し出がありま

したので受理しております。 

ついては、根室北部消防事務組合規約第６条第３項の規定により、補欠選挙を行いま
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す。 

お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選により

行いたいと思います。 

これに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推選により行うことに決定いたしました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。 

これに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議長において指名することに決定いたしました。 

 根室北部消防事務組合議会議員の補欠選挙に伴う指名を行います。 

 根室北部消防事務組合議会議員に５番松壽議員、１１番瀧川議員を指名いたしたいと

思います。 

これに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名いたしました５番松壽議員、１１番瀧川議員が根室北部消

防事務組合議会議員に当選されました。 

 ただいま根室北部消防事務組合議会議員に当選されました２名の議員に、本席から会

議規則第３３条第２項の規定により告知いたします。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 選挙第３号 

○議長（松政勝君） 日程第１０ 選挙第３号中標津町外２町葬斎組合議会議員の補

欠選挙を行います。 

 葬斎組合議会議員については、現在、別海町議会から４名の議員が選出されておりま

すが、このたび、瀧川榮子議員、小椋哲也議員から辞職したい旨の申し出がありました

ので受理しております。 

ついては、中標津町外２町葬斎組合規約第６条第３項の規定により、補欠選挙を行い

ます。 

お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選により

行いたいと思います。 

これに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推選により行うことに決定いたしました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。 
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これに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議長において指名することに決定いたしました。 

 中標津町外２町葬斎組合議会議員の補欠選挙に伴う指名を行います。 

 中標津町外２町葬斎組合議会議員に１番小椋議員、２番外山議員を指名いたしたいと

思います。 

これに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名いたしました１番小椋議員、２番外山議員が中標津町外２

町葬斎組合議会議員に当選されました。 

 ただいま中標津町外２町葬斎組合議会議員に当選されました２名の議員に、本席から

会議規則第３３条第２項の規定により告知いたします。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 選挙第４号 

○議長（松政勝君） 日程第１１ 選挙第４号根室北部廃棄物処理広域連合議会議員

の補欠選挙を行います。 

 根室北部廃棄物処理広域連合議会議員については、現在、別海町議会から４名の議員

が選出されておりますが、このたび、戸田憲悦議員、今西和雄議員から辞職したい旨の

申し出がありましたので受理しております。 

ついては、根室北部廃棄物処理広域連合規約第８条第１項、第２項及び第３項の規定

により、補欠選挙を行います。 

お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選により

行いたいと思います。 

これに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推選により行うことに決定いたしました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。 

これに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議長において指名することに決定いたしました。 

 根室北部廃棄物処理広域連合議会議員の補欠選挙に伴う指名を行います。 

 根室北部廃棄物処理広域連合議会議員に１２番戸田議員、７番今西議員を指名いたし

たいと思います。 

これに、御異議ありませんか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○議長（松政勝君） 異議なしと認めます。 
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したがって、ただいま指名いたしました１２番戸田議員、７番今西議員が根室北部廃

棄物処理広域連合議会議員に当選されました。 

 ただいま根室北部廃棄物処理広域連合議会議員に当選されました２名の議員に、本席

から会議規則第３３条第２項の規定により告知いたします。 

────────────────────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（松政勝君） これで本日の日程は、全部終了いたしました。 

会議を閉じます。 

 平成２９年第２回別海町議会臨時会を閉会いたします。 

閉会 午前１１時２１分  

────────────────────────────────── 

◎町長挨拶 

○議長（松政勝君） 町長挨拶。 

○町長（曽根興三君） 本臨時会に提出いたしました議案２件について、速やかに御審

議をいただき、御決定を賜りましたことに厚く御礼を申し上げます。 

ただいま、議会運営委員会やそのほか各常任委員会などの新しい構成が決まりまし

た。 

委員長、副委員長の選任も行われたところでございます。 

私も、さまざまな行政課題の解決や第７次総合計画の策定等に向けて、積極的に取り

組んでまいりたいと考えておりますので、委員会及び本会議において御審議をいただ

き、多くの建設的な御意見を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

さて、２点ほど御報告をさせていただきます。 

まず１点目は、今年度から開始となります成年後見事業についてでございますけれど

も、本年４月に実施機関となります社会福祉協議会と業務委託契約を締結いたしまし

て、事業実施の準備を進めてまいりました。 

このたび、社会福祉協議会において、成年後見事業に係る登記等の手続が終了をいた

しまして、５月から成年後見事業が開始されたところというふうになっております。 

成年後見事業は、認知症や知的障害、精神障害などによる判断能力が十分でない方

が、不利益や権利の侵害を受けることのないように、安心して暮らせることができるよ

うに、後見に関する相談業務、申立手続等市民後見人の活動支援等を行ってまいりま

す。 

社会福祉協議会には、これまでも社会福祉に関する住民からの相談や日常生活自立支

援事業等を行うなど、地域におきます権利擁護の支援の役割を担っていただいていると

ころでございます。 

このたびの事業の実施に当たりましても、その成果が十分に果たされるものと期待を

しているところでございます。 

続きまして２点目ですけれども、農業委員の応募状況でございます。 

４月１日から５月１日までの期間で募集をしていた別海町農業委員会の委員候補者に

つきまして、別海町農業委員会の委員の定数に関する条例、これに定める定数と同数の

２７名となりました。 

今後は、５月１１日に評価委員会を開催いたしまして、６月定例会には委員の選任に

ついて議案を提出させていただきますので、よろしく御審議のお願いを申し上げます。 
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最後に、今月の町内行事予定についてでございます。 

５月１４日は、尾岱沼漁協においてジャンボホタテホッキまつりが、別海漁協では

ホッキ市が開催されます。 

また、５月２７日には、ふるさとの森におきまして別海町植樹祭の開催を予定してお

りますので、ぜひ、議員の皆様にも参加いただきますようお願いを申し上げます。 

このほか、５月１３日からですけれども、第５６回春季北海道高等学校野球大会、こ

れの釧根支部予選大会が、本町の町営野球場で開催をされる予定となっております。 

釧路市民球場が改修中であるために、今までイースタンリーグ等の開催実績があると

いうことから本町に要請があったところですけども、高校野球の公式戦が開催されると

いう貴重な機会でございます。 

開催日程は５月１３日からで、地元別海高校は１４日、日曜日、９時から第１試合で

実施される予定で、相手は釧路明輝高校と対戦予定となっております。 

ぜひ、応援のほうよろしくお願い申し上げます。 

以上、臨時会閉会に当たっての御挨拶とさせていただきます。 

今後ともよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。 

○議長（松政勝君） どうも御苦労さまでございました。 
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 上記は、地方自治法第１２３条の規定により会議の次第を記載したもので

ある。 
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